
調剤 - 1

〈 別 添 ２ 〉

調剤報酬点数表関係

【妥結率】

（問１）妥結率に規定する「当該保険医療機関又は保険薬局において購入さ

れた使用薬剤の薬価（薬価基準）（平成20年厚生労働省告示第495号）

に収載されている医療用医薬品の薬価総額」の購入元の対象について

は、そもそも妥結率の報告が、薬価調査において障害となる妥結率が

低い保険医療機関や保険薬局の評価の適正化を目的としたものであ

り、薬価調査において対象としていない、卸売販売業者(薬事法（昭

和35年法律第145号）第34条第３項に規定する卸売販売業者をいう。)

以外との取引価格の妥結状況の報告を求めることは想定されていない

ことから、卸売販売業者のみと理解してよいか。

（答）貴見のとおり。

なお、医薬品メーカー等から直接医薬品を購入する場合も想定されるが、

その場合においても、当該メーカー等が卸売販売業の許可を取得している

場合は購入元の対象となることに留意されたい。


